
幹部会報告事 項 

令和 6年 7月 22 日 

 総 務 局 

事 
 
項 

「名古屋市人財戦略ビジョン」に係る各種キャンペーン等の取組みについて 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 

 

１ 「人財育成推進キャンペーン」について（令和６年６月２７日付各局区室通知済） 

（１）趣旨 

「名古屋市人財戦略ビジョン」掲載の共通の価値観等について各職員への浸透

を図り、職員一人ひとりの成長意欲や主体的なキャリア形成を促すとともに、各

職場における育成を促す土壌を醸成し、人材育成の取組みを推進するもの。 

 

（２）期間 

   令和６年７月１日（月）から令和６年８月３１日（土）まで 

 

 

 

 

 

（３）主な取組内容 

   ・「人財育成」デザイン名札の着用 

   ・「人財育成」デザイン名刺の活用 

   ・「人財戦略ビジョン」ポスターの掲示 

 

２ 「メンタルヘルス推進月間」について（市長部局及び行政委員会） 

（１）趣旨 

職員一人ひとりがメンタルヘルスについて理解を深め、職員がいきいきと働

き、その能力を十分に発揮できるようメンタルヘルスに関する取組みを推進しま

す。 

 

（２）期間 

      令和６年８月１日（木）から令和６年８月３１日（土）まで 

（ストレスチェックは、７月２２日（月）より実施） 

 

（３）主な取組内容 

ア ストレスチェックの実施（一部webによる受検を試行実施） 
職員が自らのストレスに気づきセルフケアに活用するとともに、職場環境改

善活動の参考とするために実施 
 

  イ セルフケア講演会等のメンタルヘルスに関する研修を実施 
 
  ウ 庁内放送の実施 
    毎月曜日に市役所庁舎において、働きやすい明るい職場環境づくりについて

の庁内放送を実施 
 
※消防局、上下水道局、交通局、教育委員会（教職員）においても、様々なメンタル

ヘルスに関る取組みを実施しています。 

新年度がはじまり３カ月が経過するこの時期に、年度当初に掲げた自身の業務・育成上の

目標等を再確認し、秋の職務状況申告に向け、今一度人財戦略ビジョンを意識しながら、

自身のキャリアを考える時期としていただくため、上記期間をキャンペーン期間に設定。 



 

３ 「ハラスメント撲滅月間」について 

（１）趣旨 

   ハラスメントのない、誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、「ハラス

メント撲滅月間」を設け集中的な広報・意識啓発活動を実施することにより、職

員一人ひとりにハラスメント防止への理解、自身の言動への注意を促します。 

 

（２）期間 

   令和６年８月１日（木）から令和６年８月３１日（土）まで 

   

（３）主な取組内容 

ア 「ハラスメントセルフチェックシート」を活用した意識啓発 
      全職員（会計年度任用職員含む）を対象に「ハラスメントセルフチェッ

クシート」を活用し、各個人において日頃の言動や職場環境について振り

返るとともに、ハラスメントのない、職場づくりに向けた自己宣言を行い

ます。 
   

イ ハラスメントに関するアンケートの実施 
各職場におけるハラスメントに関する実情について把握し、誰もが働きやす

い職場環境をつくるため、ハラスメントに関するアンケートを実施します。回

答の集計結果は全庁的に共有するとともに、今後のハラスメント対策に活用し

ます。 
【回答方法】 

 （業務端末用URL：https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/mX9C/653041）
（インターネット環境用 URL：https://logoform.jp/form/mX9C/653041） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備

考 
 

 

（総 務 局 職 員 部 人 事 課 内線２１２６）  

 （総 務 職 員 部 安 全 衛 生 課  内線２１４４）  

（総務局職員部コンプライアンス推進課 内線２１１８） 

https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/mX9C/653041
https://logoform.jp/form/mX9C/653041


  役職者用 
～８月は「ハラスメント撲滅月間」です～ 

ハラスメントセルフチェックシートを使って、自分自身の日頃の言動や職場環境について振り返るとと
もにハラスメント防止に向け、今後気を付けたいことを「自己宣言」として記載しましょう！ 

ハラスメントセルフチェックシート 

 
【言動編】 
① □ 部下を指導する際、書類で身体を叩く、物を投げつける、机を叩くなどしたことがある。 
② □ 部下を指導するときは、ほとんどの場合、個室ではなく執務室内で行う。 
③ □ 部下を⻑時間にわたって指導したことがある。 
④ □ 部下を「お前」「あんた」と呼んだことがある。 
⑤ □ 部下に対して「バカ」「アホ」「給料泥棒」「君は職場にとって不要の存在だ」「役に立たな 

い」等の発言をしたことがある。 
⑥ □ 部下の休日や時間外に仕事のメールや電話を行うことがある。 
⑦ □ 部下に意欲や能力がないと感じることが多い。 
⑧ □ 部下が自分に対して反論や異論を述べたことはほとんどない。 
⑨ □ 部下を指導して、部下が泣いたことがある。 
⑩ □「その指導は行き過ぎだと思う」「厳しい指導はほどほどに」と同僚や上司から言われたことがあ    

る。 
 

【職場環境編】 
① □ 朝夕の出退勤時に、挨拶をする人がほとんどいない。 
② □ トップや管理職は、自分の職場にはパワハラは存在していないと考えている。 
③ □ 人は厳しく指導することで育つという意識が強い職場だ。 
④ □ 今の職場には、失敗やミスが許されない雰囲気がある。 
⑤ □ 業務上のノルマが厳しく求められ、目標が達成できなかった時の 

ペナルティーが大きい。 
⑥ □ 上司に対して、意見や反論は言えない雰囲気だ。 
⑦ □ 職場の誰かが困っていても、助け合える雰囲気ではない。 
⑧ □ 職場内での問題について、職場内で話し合って解決しようという雰囲気がない。 
⑨ □ 正規職員や会計年度職員等様々な立場の人が一緒に働いているが、上下関係が絶対的で立場を  

意識した発言が散見される。 
⑩ □ 人の陰口や噂を耳にすることが多い。 
 
 

 

○あなたは普段、こんな言動をしていませんか？また、あなたの職場はこんな職場ではありませんか？
当てはまる項目に☑をしてみましょう。解説を裏面に記載しています。 

各項目の解説は裏面へ 



  役職者用 

ハラスメントセルフチェックシート（解説） 

【言動編】 
当てはまる項目がある場合、ご自身の言動がハラスメントと受け取られる可能性があります。部下や

同僚の受け止め方を想像し、自身の言動に注意を払うようにしましょう。 

①  業務に関する言動であっても、その内容や態様等が威圧的にならないよう注意してください。 仕事
に対する姿勢や日常の振る舞いがパワーハラスメントの土壌となることがあります。 

②,③ 指導を行う場合、ほかの職員の前で大声での威圧的な叱責を繰り返し行うことや、必要以上に⻑時
間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うことは、「精神的な攻撃」に該当します。正しいことを指摘し
ていても、言い方がきついために相手が追い込まれてしまうこともあります。 

④,⑤ 相手の人格や尊厳を否定するような発言は「精神的な攻撃」に該当します。厳しい指導が必要な場面
でも、その発言が相手の人格を否定していないかどうか、意識する必要があります。 

⑥  緊急性を要しない用件であるにもかかわらず、休日や深夜に業務を行わせることにより就業環境が
害されているといえる場合、パワハラに当たる可能性があります。 

⑦   自分の考えに無意識の思い込みや決めつけはありませんか？「普通は〜」「こうに決まっている」な
ど、自分が持つ「ハラスメントを起こしかねない考え方」を意識してみましょう。 

⑧  安心して自分の意見や考えが言える関係がない場合、ハラスメントが発生するリスクは上がります。 
⑨,⑩ 指導とパワハラの境界線に迷ったら、それは本当に相手のためか（自分の心理的満足を目的として

いないか、自分の個人的な価値観だけで行っていないか）、また、その言動を多くの人に対して「教
育や指導」と説明して理解してもらえるか考えてみましょう。 

【職場環境編】 

当てはまる項目が多いほど、職場内でパワーハラスメントが発生する可能性の大きさを表します。 

○ハラスメントに関するアンケートにご協力をお願いいたします。 

各職場におけるハラスメントに関する実情について把握し、誰もが働きやすい職場環境をつくるため、
ハラスメントに関するアンケートを実施します。回答の集計結果は、全庁的に共有するとともに、今後の
ハラスメント対策に活用します。 

※回答の所要時間は、５〜10 分程度です。アンケートへの参加は任意です。 

※イントラネットのコンプライアンス推進課のページでハラスメントの詳細説明やハラスメントに 
なり得る言動例などについて記載していますので、参考としてください。  
http://js-intra-s.wsus.intra.city.nagoya.lg.jp/somu/?p=1993 

【実施方法】 
 以下の URL または QR コードより LoGo フォームにてご回答をお願いいたします。 
（業務端末用 URL：https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/mX9C/653041） 

（インターネット環境用 URL：https://logoform.jp/form/mX9C/653041） 
【実施期間】 令和 6 年 8 ⽉ 1 日（⽊）〜８⽉ 31 日（土） 

～ハラスメントのない職場づくりに向けた自己宣言～ 

 
 
 

 

http://js-intra-s.wsus.intra.city.nagoya.lg.jp/somu/?p=1993
https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/mX9C/653041
https://logoform.jp/form/mX9C/653041


  一般職員用 
～８月は「ハラスメント撲滅月間」です～ 

ハラスメントセルフチェックシートを使って、自分自身の日頃の言動や職場環境について振り返るとと
もに、ハラスメント防止に向け、今後気を付けたいことを「自己宣言」として記載しましょう！ 

ハラスメントセルフチェックシート 

【言動編】 

① □ 自分と反する意見を言われたり、口答えをされたりするとイラっとする。 
② □ 自分が間違っていたとしても、同僚や後輩に対して謝ることはない。 
③ □ 自分は短気で怒りっぽいと思う。 
④ □ 期待した結果が得られないと、感情的になりやすい。 
⑤ □ なんとなく気に入らなかったり、目障りと感じたりする同僚・後輩がいる。 
⑥ □ 仕事のできない人には、仕事を与えない方がよいと思う。 
⑦  □ 仕事上の目標を達成できない人は、職場にとってお荷物だと思う。 
⑧ □ 厳しく指導しないと人は育たないと思う。 
⑨ □ 業績を上げるためには、終業時刻間近であっても残業を要請するのは 
    当然だと思う。 
⑩ □ 同僚や後輩の家庭環境など、プライベートなことをよく話題にする。 

 

【職場環境編】 

① □ 朝夕の出退勤時に、挨拶をする人がほとんどいない。 
② □ トップや管理職は、自分の職場にはパワハラは存在していないと考えている。 
③ □ 人は厳しく指導することで育つという意識が強い職場だ。 
④ □ 今の職場には、失敗やミスが許されない雰囲気がある。 
⑤ □ 業務上のノルマが厳しく求められ、目標が達成できなかった時の 

ペナルティーが大きい。 
⑥ □ 上司に対して、意見や反論は言えない雰囲気だ。 
⑦ □ 職場の誰かが困っていても、助け合える雰囲気ではない。 
⑧ □ 職場内での問題について、職場内で話し合って解決しようという雰囲気がない。 
⑨ □ 正規職員や会計年度職員等様々な立場の人が一緒に働いているが、上下関係が絶対的で立場を  

意識した発言が散見される。 
⑩ □ 人の陰口や噂を耳にすることが多い。 
 

 

 

 

 

 

 

○あなたは普段、こんな言動をしていませんか？また、あなたの職場はこんな職場ではありませんか？
当てはまる項目に☑をしてみましょう。解説を裏面に記載しています。 

各項目の解説は裏面へ 



  一般職員用 
ハラスメントセルフチェックシート（解説） 

【言動編】 

 当てはまる項目がある場合、ハラスメントの行為者となる可能性があります。状況や相手によっては、
良かれと思ってした指導がハラスメントと誤解されてしまう場合もあります。ハラスメントについて正し
く理解し、自身の言動に注意を払うようにしましょう。 
 
①、② 自分の考えに無意識の思い込みや決めつけはありませんか？「普通は〜」「こうに決まっている」 
    など、自分が持つ「ハラスメントを起こしかねない考え方」を意識してみましょう。 
③、④ 感情をコントロールできるようになりましょう。怒りや苛立ちを感じたら、深呼吸する、水分を

とるなど、いったん、別の事に意識を向けてみましょう。 
⑤   個人的な価値観や好き嫌いを職場に持ち込まないようにしましょう。 
⑥   合理的な理由なく、仕事を与えないことはハラスメントにあたる可能性があります（過小な要求）。 
⑦   経験、能力を踏まえた適切な目標設定になっていますか？達成状況が良くない場合も、業務上必

要な範囲を超えて、感情的になったり否定する言葉を発したりすることなく、指導しましょう。 
⑧   業務に関する言動であっても、その内容や態様等が威圧的にならないよう注意してください。 仕

事に対する姿勢や日常の振る舞いがハラスメントの土壌となることがあります。 
⑨   業務上必要かつ相当な範囲の残業ですか？必要性の低いもの、プライベートの予定があるとわ 

かっていて残業を強制するものは不当な指示として、ハラスメントとなる可能性があります。 
⑩   私的なことに過度に立ち入ると、ハラスメントとなる可能性があります（個の侵害）。 

【職場環境編】 

当てはまる項目が多いほど、職場内でパワーハラスメントが発生する可能性の大きさを表します。 

○ハラスメントに関するアンケートにご協力をお願いいたします。 

各職場におけるハラスメントに関する実情について把握し、誰もが働きやすい職場環境をつくるため、
ハラスメントに関するアンケートを実施します。回答の集計結果は、全庁的に共有するとともに、今後の
ハラスメント対策に活用します。 

※回答の所要時間は、５〜10 分程度です。アンケートへの参加は任意です。 

※イントラネットのコンプライアンス推進課のページでハラスメントの詳細説明やハラスメントに 
なり得る言動例などについて記載していますので、参考としてください。  
http://js-intra-s.wsus.intra.city.nagoya.lg.jp/somu/?p=1993 
 
～ハラスメントのない職場づくりに向けた自己宣言～ 

 
 
 

【実施方法】 
以下の URL または QR コードより LoGo フォームにてご回答をお願いいたします。 

（業務端末用 URL：https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/mX9C/653041） 
（インターネット環境用 URL：https://logoform.jp/form/mX9C/653041） 

【実施期間】 令和 6 年 8 ⽉ 1 日（⽊）〜８⽉ 31 日（土） 
 

http://js-intra-s.wsus.intra.city.nagoya.lg.jp/somu/?p=1993
https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/mX9C/653041
https://logoform.jp/form/mX9C/653041


幹部会報告事 項 

令和６年７月 22 日 

総 務 局 

事
項 

令和６年版「～統計でみた～   名古屋のスケッチ」の発行について 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

本市の統計を分かりやすくまとめた「～統計でみた～  名古屋のスケッチ」

の令和６年版を発行しました。 

統計に親しみを持って、更に本市に愛着をもっていただけるような内容と

して、ウェブサイトに掲載するとともに、市内各所で配布します。 

コンパクトに携行することができ、また、電子データは市公式ウェブサイ

トにスマートフォン等でアクセスできますので、ぜひご活用ください。 

１ 内容 

○ 昭和 60 年から毎年発行して、今回で 40 回目 

○ 本市の人口と世帯数、地勢、経 

済等、12 ジャンルの情報を掲載 

○ カラー２色両面刷、A7 サイズと 

して携行しやすい大きさ 

○ 全ての項目を英訳し、海外に向 

けて本市の基本的な情報を分か 

りやすく紹介できるツール 

 

２ 配布及び閲覧方法 

○ 区役所情報コーナー、市民情報 

センター等、市内施設にて配布 

します。 

○ 市公式ウェブサイト「統計なご 

や web 版」に掲載しています。 

両面印刷して折り畳むことで、 

ポケットサイズになります。 

 

 

 

https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-8-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

備
考 

 本件につきましては、本日、市政記者クラブへ資料提供いたします。 

（総務局企画部統計課 内線 2254） 

「～統計でみた～名古屋のスケッチ」 

市公式ウェブサイト二次元コード 

令和６年版「～統計でみた～名古屋のスケッチ」 

（1 ページ目・実物大） 

https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-8-0-0-0-0-0-0-0.html
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幹 部 会 報 告 事 項 

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ２ 日 

防 災 危 機 管 理 局 

事 

項 

感震ブレーカー設置促進に係る助成事業の実施について 

内
容 

 

１ 趣旨 

  狭あい道路や老朽木造住宅が多く存在しており、防災性の向上等が求められる

「主な木造住宅密集地域」※にお住まいの方を対象に、感震ブレーカー（簡易タ

イプ・コンセントタイプ）の設置助成の制度を大きく拡充して実施します。 

また、新たに高齢者や障害者のみの世帯について、製品の取り付けも無償で行

います。 

 

２ 助成内容 

（１）対象者 

    名古屋市内の「主な木造住宅密集地域」にお住まいの方 

（２）対象となる感震ブレーカー 

簡易タイプ コンセントタイプ 一般財団法人日本消防

設備安全センターによ

る消防防災製品等推奨

証の交付を受けている

簡易タイプ及びコンセ

ントタイプのうち、本

市が指定するもの 

 
 

（３）受付期間 

   令和６年８月１日（木）から令和６年１１月３０日（土）まで 

（４）助成金額 

上限３，０００円の範囲内で購入費用の全額を助成 

   （３，０００円以下の製品は自己負担なし、３，０００円を超える製品は

差額を自己負担） 

（５）予定件数【拡充】 

   １０，０００件 

（６）取付助成【新規】 

   以下の方のみで構成される世帯には取付作業を無償で行います。 

①６５歳以上の高齢者 

②身体障害者手帳の交付を受けている者 

③愛護手帳の交付を受けている者 

④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

⑤介護保険法による要介護者又は要支援者 

⑥中学生以下の者 

【おもり玉式】 
【バネ式・ 

電池式】 
【コンセント式】 



 

（７）申込方法等 

   対象となるすべての世帯へ申込はがきのついたチラシとカタログを７月

末から８月に郵送します。 

対象者は、カタログからご希望の製品を選び、申込はがき又はロゴフォー

ムで申し込みすると、ご自宅へ製品が届く仕組みです。 

   事前の書類の提出は不要であるほか、製品の配送時に助成金額３，０００

円を差し引いた金額を代引き（自己負担なしの場合は無償）となりますので、

手間なく簡単に申し込みいただくことが可能です。 

  （注）受注手配のため、製品のお届けまでに１か月から２か月程度要します。 

 

３ その他 

 例年通り、分電盤タイプの感震ブレーカー設置助成については令和６年６月 

１１日から受付を開始しています。こちらの助成は、「主な木造住宅密集地域」

にお住まいでない方も利用いただけます。 

 【参考】 

区分 主な木造住宅密集地域 左記以外の地域 

既存の住宅に

設置 

設置費の１／２ 

（上限４０，０００円） 

設置費の１／３ 

（上限２６，０００円） 

新築等の際に

設置 
一律１０，０００円 一律６，０００円 

予定件数 １００件 ６４０件 

 

※「主な木造住宅密集地域」とは、「震災に強いまちづくり方針」において、防災性

の向上が求められる地域として示されている７区１１地区です。 

 

 

備 

考 

本件については、本日市政記者クラブへ情報提供します。 

（防災企画課 内線 3523） 







幹 部 会 報 告 事 項 

令 和６年７月２２日 

財 政 局 
 

事項 第７０回（令和６年）名古屋まつり郷土英傑行列の三英傑募集について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  内容 

 １ 趣 旨 

   名古屋まつり郷土英傑行列の三英傑役を市民から公募します。 

   募集は在名民放５社の協賛により行っており、今年は東海テレビ放送

が募集担当放送局です。 

 

 ２ 募集要項の主な内容 

 （１）応募資格 

   ア 名古屋市内在住または在勤の方（性別不問） 

   イ 年齢２５歳以上の方（令和６年４月１日現在） 

   ウ 面接審査、記者発表、郷土英傑行列等の指定された日時に必ず出席

できる方 

 （２）提出書類 

   ア 応募申込書（募集要項に添付） 

   イ 履歴書（市販のもの、写真貼付は不要） 

   ウ 写真（Ｌ判、半年以内に撮影した上半身、裏面に氏名記入） 

   エ 宛先（郵便番号・住所・氏名）を明記し、８４円切手を貼った返

信用封筒（審査結果の通知に使用） 

（３）送り先 

   〒４６０－８５０８ 名古屋市財政局資産経営課内「郷土英傑行列」担当  

    電話（０５２）９７２－２３３９ 

 （４）募集期間 

   令和６年７月２２日（月）～８月２１日（水）必着 

 （５）審査方法 

   書類審査により若干名を選出し、面接審査のうえ決定します。 

 

 ３ 募集要項（兼応募申込書）の配布場所 

在名民放５社、市役所、区役所・支所、市民情報センター等で配布する

ほか、名古屋まつり公式ウェブサイト《https://www.nagoya-festival.jp》

からもダウンロードできます。 

 

 

https://www.nagoya-festival.jp


 
４ 募集等の日程及び過去の応募状況 

（１）募集等の日程 

   三英傑募集開始      ７月２２日（月） 

   三英傑募集締切      ８月２１日（水） 

   三英傑面接審査      ９月 ６日（金） 於：市役所 

   三英傑三姫記者発表   ９月１７日（火） 於：市役所  

郷土英傑行列      １０月１９日（土） 名駅前⇒笹島⇒栄⇒矢場町 

〃   １０月２０日（日） 市役所⇒栄⇒矢場町 

 三英傑大須の花道    １０月２０日（日） 大須商店街内 

 

（２）過去３年間の応募状況(令和２年及び令和３年は募集なし) 

区 分 信 長 秀 吉 家 康 計  

令和 ５年 ２５名 ２９名 ４９名 １０３名  

令和 ４年 ２６名 ３１名 ４５名 １０２名  

令和 元年 １２名 ２０名 ２７名  ５９名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 本件は、本日市政記者クラブに資料提供します。 

   
（財政部財産管理課  内線２３１５） 
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幹 部 会 報 告 事 項 
令和 6 年 7 月22日 
経 済 局 

事 

項 

名古屋市景況調査（令和６年上期調査）結果について  

内 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

容 

市内中小企業を対象とした景気状況につきまして、令和６年上期の調査結果が

まとまりましたのでお知らせします。 

 

１ 調査の概要 

(1) 調査期間 令和 6 年 5 月13日～令和 6 年 6 月 7 日 

(2) 調査方法 郵送によるアンケート調査 

(3) 調査対象 市内の中小企業 2,200事業所 

(4) 調査事項 総合景況はじめ各種業況判断等 

(5) 回 収 数 729票（33.1％） 

 

２ 調査の結果 

市内中小企業の景況感は、横ばいで推移している。 
 

令和６年上期の総合景況ＤＩは、全体でマイナス23となり、前回のマイナス23

から横ばいで推移しました。業種別にみると、小売業、サービス業で上昇、卸売

業は横ばい、建設業、製造業で低下しております。また、令和６年下期について

は、全体でマイナス16と上昇することが予想されています。 

〔総合景況ＤＩの推移〕 

 

 

 ※ ＤＩ(ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ) … 業況判断指数（社数構成比）。計算式は以下のとおり。 
各ＤＩ＝（良い・増加・上昇・改善）企業割合(%) －（悪い・減少・下降・悪化）企業割合(%) 



 

現在直面している事業上の課題や検討事項について 

製造業、卸売業、小売業、サービス業で、「受注・来客の回復」が第一位となっ

ております。また、サービス業を除く四業種で、「原油・原材料価格の高騰」が第

二位となりました。建設業では第一位に、そのほかの業種でも第三位までに「人

材の確保・維持」があがっており、売上げの回復や原油・原材料価格の高騰とと

もに、人材不足も大きな課題となっていることがうかがえます。 

〔現在直面している事業上の課題や検討事項〕 
（%）

建設業 人材の確保・維持 (32.9) 原油・原材料価格の高騰 (27.4) 事業承継・後継者の育成 (27.4)

製造業 受注の回復 (45.8) 原油・原材料価格の高騰 (26.9) 人材の確保・維持 (18.8)

卸売業 受注・来客の回復 (38.0) 原油・原材料価格の高騰 (21.3) 人材の確保・維持 (23.1)

人材の確保・維持 (18.2)

事業承継・後継者の育成 (18.2)

サービス業 受注・来客の回復 (38.1) 人材の確保・維持 (21.2) 事業承継・後継者の育成 (19.6)

1 2 3

業

種
別

小売業 受注(来客)の回復 (49.5) 原油・原材料価格の高騰 (22.2)

 
 

価格転嫁への取り組みについて 

価格転嫁に取り組んでおり、価格転嫁できたとの回答は、合わせて全体の58.9％

となりました。価格転嫁済の割合としては、「４～１割程度」が最も多い回答とな

っています。一方、「取り組んでいるが、価格転嫁ができなかった」との回答は、

28.7％に上りました。 

価格転嫁できたとの回答を業種別にみると、卸売業が80.6％と最も高く、小売

業が50.4％と最も低くなっています。 

〔全般的なコスト上昇分の価格転嫁への取り組み〕 

 

備
考 

本件は、本日、市政記者クラブに資料提供します。 

（産業労働部産業企画課 内線2412） 
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（担当 文化歴史まちづくり部文化芸術推進課 内線 3171） 

事
項 名古屋市文化芸術推進評議会の開催について 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

 
令和６年４月１日に施行した「名古屋市文化芸術推進基本条例」に基づき、文

化芸術の推進に関する基本的な計画及び文化芸術の推進に関する重要事項につ

いて調査審議を行う「名古屋市文化芸術推進評議会」を令和６年度より設置しま

したので、ご報告いたします。 
 

１ 評議会の設置趣旨 

文化施策への提言や文化芸術と他分野の連携・波及効果の創出、専門的見地

からの文化芸術活動への支援を通じて、文化芸術を推進し、都市の魅力向上を

図る新たな文化芸術の推進体制「名古屋版アーツカウンシル」を構成する機関

として、市長部局における施策や事業等の方針に対する提言機能を付すこと

で、本市の質の高い施策や事業の展開を図ります。 

 

（参考）名古屋版アーツカウンシル体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 評議会の内容 

（１）位置づけ 

    市長の附属機関 

 

（２）会の構成 

   文化政策に関する学識有識者、文化施設の専門家、観光やまちづくりに関

する有識者、メディア関係者、多様な文化芸術活動に識見を有する方、市民

の計 14 名で構成 

 

（３）主な審議内容等 

  ・次期名古屋市文化芸術推進計画の策定 

  ・本市、（公財）名古屋市文化振興事業団、クリエイティブ・リンク・ナゴ

ヤが実施する事業への助言・評価 

（４）審議スケジュール 

次期名古屋市文化芸術推進計画の策定に係る諮問を令和 6 年 7 月 12 日に

行い審議を開始し、令和 7年 10 月頃に答申の受領を予定 

備
考  

幹 部 会 報 告 事 項 

令和６年７月２２日 

観 光 文 化 交 流 局 

名
古
屋
市 

 

各種情報を 
文化芸術推進評議会と共有 

諮問 

政策提言、助言・評価 

予算、評議会の 
議論を踏まえた提案 

連携・調整 

文化芸術推進評議会 

名古屋版アーツカウンシル 



幹 部 会 報 告 事 項 

                              令和 6 年 7 月 22 日 

環 境 局 

（環境局環境企画部環境企画課 内線 2698） 

事 

項 

「生物多様性重要エリアマップ」の公開について 

内 

容 

 

ネイチャーポジティブの実現に向け、開発における事業者の自主的な生物

多様性への配慮を促すため、生物多様性保全上の重要なエリアを可視化した

マップを作成しましたので、お知らせします。 

 

１ マップの概要 

希少種の生息、保全活動の状況、緑地や水辺の状況等の評価項目により、

市域における生物多様性保全上の重要性を 250ｍメッシュごとに評価してい

ます。   

また、特に評価点の高い箇所については「特に重要なエリア」として、赤

色で表示しています。 

 

２ 運用について（※詳細は添付チラシ参照） 

（１）マップの閲覧 

本市ウェブサイト「なごや生きものライブラリー」上で閲覧できます。 

URL: https://ikimono.city.nagoya.jp/nagoya_bdmap/ 

（２）詳細情報の開示 

マップの閲覧後、事業予定地に生息する動植物の位置等詳細な情報が知

りたい場合は、環境局窓口において身元等を確認の上、開示します。 

また、環境局において生物多様性への配慮措置等の相談に対応します。 
 

≪参考：ネイチャーポジティブについて≫ 

  ≪参考：ネイチャーポジティブ≫ 

自然を回復軌道に乗せるため、2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させる 

「ネイチャーポジティブ」は世界の新たな潮流となっています。 

本市は、令和5年10月に政令市初となる「ネイチャーポジティブ宣言」を行いました。 

  

 

備 

考 

本件は、7 月 19 日（金）に市政記者クラブへ資料提供済みです。 

https://ikimono.city.nagoya.jp/nagoya_bdmap/






幹 部 会 報 告 事 項 
  令和６年７月２２日 

子 ど も 青 少 年 局 

事
項 

名古屋市子どもの権利相談室「なごもっか」の令和 5 年度活動報告に 
ついて 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容 

１ 趣旨 

名古屋市子どもの権利相談室「なごもっか」において、令和 5 年度の活動状

況をまとめた報告書を作成しましたのでお知らせいたします。また、令和 5 年

度活動報告会を開催いたしますので、あわせてご案内いたします。 

（参考）子どもの権利相談室「なごもっか」について 

子どもの権利を守る文化及び社会の形成をめざし、子どもの最善の利益を確

保するため、子どもの権利の侵害に対して、子どもや保護者などからの相談・

申立てや、自己の発意に基づき子どもの権利の保障をはかるとともに、子ども

の権利に関する普及啓発を広く推進する第三者機関として、子どもの権利擁護

機関を設置（設置根拠：名古屋市子どもの権利擁護委員条例） 

なお、子どもの権利相談室「なごもっか」は、擁護委員の活動を補助するため

の相談室として、令和 2年 1月 14 日に開設 

２ 報告書について 

（１）位置付け 

この報告は、名古屋市子どもの権利擁護委員条例第 19 条に基づき、毎年活

動状況について報告・公表するものです。 

（２）主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談の状況等＞ 
● 初回相談件数は 418 件（前年比 9％減）、延べ対応件数は 2,922 件（前年比

41％増） 

● 初回相談のうち主訴別件数の多い順は、 
全 体①「教職員の対応」②「対人関係」③「家族関係」 
子ども①「対人関係」②「性の悩み」③「家族関係」 
大 人①「教職員の対応」②「子育ての悩み」③「いじめ」 

● 高校生からの「出席認定に関するルール」や「学校施設の安全確保」に関す

る申立てに基づき調査、調整を行った結果、令和 5 年度に権利侵害の状況が

解消されたため終了等したケースを掲載するとともに、相談から見えてきた

課題として、「教員による不適切と思われる指導」「特別支援教育」「教員不

足問題」について、相談の実情等を掲載 

＜子どもの権利に関する普及啓発＞ 
● 機関紙「なごもっか通信」や携帯用カードを幅広く配布した他、子ども向け 

ウェブサイトを新たに開設 
● 関係機関等からの依頼に基づき、子どもの権利擁護委員が講師として、 

子どもの権利に関する研修等を実施（52件） 

マスコットキャラクター 
「なごもん」 



 

（３）公表方法 

名古屋市公式ウェブサイト「名古屋市子どもの権利相談室『なごもっか』」

のページに掲載するほか、関係機関等に冊子を送付する予定です。 

【市公式ウェブサイト】 

 

３ 活動報告会の開催 

  なごもっか令和 5年度活動報告会を、以下のとおり開催いたします。 

（１）子ども向け活動報告会 

日時：令和 6年 8月 6日（火）午後 1時 30 分～午後 3時 30 分 

場所：青少年交流プラザユースクエア プレイルーム（北区柳原 3丁目 6-8） 

対象：名古屋市内在住・在学の 18歳未満の方（高校在学中の方含む） 

定員：40名 抽選 

申込期間：7月 11 日（木）午前 9時～7月 26 日（金）午後 11時 

内容：①子どもの権利ミニセミナー「子どもの権利は使ってナンボ！」 

②みんなで「子どものけんり なんでやねん！すごろく」 

③なごもっかに相談して問題を解決できた高校生からの報告 

 

（２）一般向け活動報告会 

日時：令和 6年 8月 24 日（土）午後 1時 30 分～午後 4時 00 分 

場所：イーブルなごや 大ホール（中区大井町 7-25） 

定員：300 名 先着順 

申込期間：7月 11 日（木）午前 9時～8月 9日（金）午後 11 時 

内容：・子どもの権利セミナー「子どもが生きやすくなる合理的配慮とは」 

講師 愛知県尾張福祉センター児童専門監・児童精神科医 

吉川徹氏 

・なごもっか活動報告会 

  ※名古屋市職員の皆様もご参加いただけます。ぜひお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備

考 
本件は、本日、市政記者クラブへ資料提供を行います。 

 （子ども未来企画部子ども未来企画課 外線２１１－８０７１） 







幹 部 会 報 告 事 項 

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ２ 日 

交 通 局 

事

項 
「やみつき なごめしきっぷ」の販売について 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 

 

交通局では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、大きく減少した市バス・  

地下鉄の乗車人員の回復を図るため、ターゲット層を絞り込み、ニーズを捉えた戦略的な  

利用促進策を展開しており、ターゲット層は、「市バスの利用が少ない若年層」、「観光客」、

「敬老パス利用者」とし、今年度は３事業を実施します。 

第１弾の市バスの利用促進策「市バスで Petit 旅」に続き、第２弾として観光客をターゲ

ットにした利用促進策を実施します。 

 

１ 事業概要 

バス・地下鉄全線一日乗車券（８７０円）と、パンフレットに掲載された店舗で利用可

能な“なごめし（なごやめし）”の「お食事券（５枚）」をセットにして販売します。 

「お食事券」は対象メニューに応じ、必要枚数と引き換えて利用いただけます。 

 

２ 事業名称       

やみつき なごめしきっぷ   

 

３ 事業内容 

(1) 販売・実施期間 

令和６年８月１日（木）～同１１月１５日（金）    

  

(2) 販売額／販売枚数 

２，１２０円／１０，０００セット 

 

(3) 対象店舗 

誰もが知る一度は食べてみたい王道のお店から、地元民にも愛されるディープなお店

まで２６店舗 

 

(4) 販売場所 

   交通局サービスセンター（名古屋・栄・金山）、 

名古屋市観光案内所（栄・金山） など 

 

４ 名古屋おもてなし武将隊によるＰＲ 

今年１１月で結成１５年を迎える、名古屋おもてなし武将隊が、「やみつき なごめし  

きっぷ」宣伝大使として、パンフレットやＳＮＳで本事業をＰＲします。 

 

 

備

考 
本件は、７月１８日に市政記者クラブへ資料提供しました。 

（営業統括部乗客誘致推進課 内線３８１６） 











幹部会報告事項 

令和６年７月２２日  

 消 防 局 

事
項 

名古屋市救急隊ひっ迫アラートの発信開始について 

内
容 

１ 趣旨 

令和６年７月１６日から「名古屋市救急隊ひっ迫アラート」の発信を開始い 

たしました。 

救急需要が増加し救急隊の稼働率が８０％を超えるような場合、出動可能な 

救急隊が１０隊未満となり、現場到着時間が著しく延長する可能性が高くなり 

ます。 

「名古屋市救急隊ひっ迫アラート」は、このように救急搬送体制がひっ迫し 

ている状況が発生していることを市民の皆様にお知らせし、救急事故の防止に 

努めていただくとともに、真に必要な場合にはためらわず救急車を要請するこ 

  とを改めて伝えつつ、救急車の到着に時間を要する場合があることをご理解い 

ただくために発信するものです。 

 

２ 開始時期 

令和６年７月１６日(火) 

 

３ 発信方法 

  名古屋市消防局の公式 X（旧:Twitter）及び公式 Instagram 

 

４ イメージ 

  

備
考 

本件は７月１２日に、市政記者クラブへ資料提供を行いました。 

（消防局救急課 内線３５５２） 

救急隊の配置状況図 

稼働率 80%時のイメージ 

≪発信イメージ≫ 



幹 部 会 報 告 事 項 

令和 6 年 7 月 22 日 

教 育 委 員 会 

事 

 

項 

名古屋市文化財保存活用地域計画の策定について 

内 

 

容 

 

１ 計画の概要 

（１）計画策定の趣旨・位置づけ  

本市では、平成 28 年度に「名古屋市歴史文化基本構想」を策定し、

各種事業に取り組んできました。この構想を発展させ、新たに文化財

の保存・活用に関する目標を定め、目標を達成していくための具体的

な方針・措置を示す「名古屋市文化財保存活用地域計画」の策定し、

7 月 19 日付けで国より認定を受けましたので、報告いたします。 

（２）計画期間 

  令和 6（2024）年度から令和 10（2028）年度までの 5 年間 

 

２ 計画の閲覧及び概要版の配布場所 

 市公式ウェブサイトに本冊子及び概要版を掲載 

 市民情報センター、各区役所・支所、市図書館、生涯学習センター等

で本冊子閲覧・概要版配布（8 月以降順次配架予定） 

 

３ 計画（案）に対する市民意見の内容及び市の考え方 

（１）実施期間 令和 6 年 1 月 22 日（月）～2 月 22 日（木） 

（２）意見提出 17 人（郵送 1 人、FAX3 人、メール 11 人、持参 2 人）

29 件 

 ※上記「２ 計画の閲覧及び概要版の配布場所」にて閲覧可能 

 

備 

考 
本件は、7 月 17 日に市政記者クラブに資料提供しました。 

（文化財保護課 内線 ３２６８） 



















 

 

 

 

 

「名古屋市文化財保存活用地域計画（案）」に対する 

市民意見の内容及び市の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 7 月 

名古屋市 

 

 

  



名古屋市文化財保存活用地域計画（案）パブリックコメント実施結果 

「名古屋市文化財保存活用地域計画（案）」に対し、貴重なご意見をいただき、あり

がとうございました。いただきましたご意見の概要と、それに対する市の考え方を公

表します。 

 なお、ご意見の内容は、趣旨の類似するものをまとめているほか、原文の一部を要

約するとともに、分割して掲載していますので、ご了承ください。 

 

１ 実施期間 令和 6 年（2024）1 月 22 日（月）～2 月 22 日（木） 

 

２ 提出状況  

区分 郵送 ＦＡＸ 電子メール 持参 合計 

提出者数 1 人 3 人 11 人 2 人 17 人 

件数 1 件 7 件 19 件 2 件 29 件 

 

３ 意見の内訳 

項目 件数 

１ 計画全体にかかわること 6 件 

２ 「第 2 章 名古屋市の文化財の概要」に関すること 4 件 

３ 「第 6 章 文化財の保存・活用に関する課題・方針」の

重点方針に関すること 
7 件 

４ 個別の文化財に関すること 8 件 

５ その他 4 件 

 

 

 

 

  



１ 計画全体にかかわること 

 

・今後、人口が減り活気ある町を維持していくのは難しいことだと思いますがせめて

昔からある文化は残ってほしい。継承する大人とそれを受け継ごうとする子どもが

いる以上歴史ある文化を未来へ繋げていきたいと考えます。 

・文化財の保存・活用の推進とありますが、観光資源に重視を置くあまり肝心な文化

財保存についての検討はなされているのかが不明です。 

名古屋市では文化財を大切に未来へ繋ぐ意志があるというのであれば、文化財に携

わる専門職をしっかりとした待遇で確保し、未来へ繋ぐ人材について、予算をつけ

て育成していただきたいです。 

計画の中に人材の育成など文化財を委ねて安心できるような計画も盛り込んでい

ただきたいです。 

・名古屋市が文化財保存活用を重要と捉え市民と共に推進していくことに賛成です。 

各地区のガイド団体が散策会、講演会、子どもの野外学習等、計画して実施してい

ます。 

可視的な面で「鳴海宿復元高札場」の文化財標札を建ててください。地区の講演会、

散策会等を支援していただきたい。基本方針「知る」「伝える」「活かす」やれるも

のからやりましょう。宣伝して観光客だけでなく地元の方にも是非関心を持ってい

ただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自然物の現状と将来の保全に向けた行政や市民団体の取り組みを記載していただき、

本計画の構成を含めた見直しをお願いしたい。 

・今回の計画策定に向けて、名古屋市の天然記念物に関する調査を実施し、今回の計

画の天然記念物や文化的景観の項目に反映していただきたい。希少種については、

消滅させない具体策を例示して文化財保護行政の最先端を目指していただきたい。 

・活動団体の中には、天然記念物指定されると「現状変更の手続き」が保全活動に支

障がでるとの意見もあると推測されますが、天然記念物指定された場合の「取組み

事例」の記載もお願いしたい。 

 

 

 

 

【教育委員会の考え方】 

いただいたご意見につきましては、今後の文化財保護行政の参考とさせていた

だきます。 

「第 9章 文化財の保存・活用の推進体制」に記載しておりますように、文化財

保護行政を担う職員体制の充実を図っていくことが必要であり、職員の人材育成

も含めて、着実に文化財保護行政を進めてまいりたいと考えております。 

【教育委員会の考え方】 

文化庁の計画作成指針に基づき、計画の章立て、内容の記載を行っておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。 



２ 「第 2章 名古屋市の文化財の概要」に関すること 

 

・紹介されている文化財が当時の社会背景において、どのような位置づけであったの 

か、また現代社会に通ずるものがあるのか、なぜこの文化財を残しておくのかまで

簡単に説明する工夫があっても良いのではないか。 

市民の皆様により深く印象づける工夫が必要と思います。 

・マメナシとイヌナシの二つの記述があるが、学名のマメナシに統一してほしい。 

・守山区は全国でマメナシが一番多く生育している地域であることを伝えてほしい。 

・本文における、「（5）天然記念物 ③動物・植物・地質鉱物」の「植物」の記述内容

を修正してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【教育委員会の考え方】 

「第 2章 名古屋市の文化財の概要」については、文化財の具体的事例や概要、

特徴を、文化庁の計画作成指針に基づき記載しておりますので、ご理解賜りたいと

存じます。 

本文中の表記については、市指定天然記念物の指定名称である「宝珠院のイヌナ

シ」を除き、「マメナシ」で統一いたします。 



３ 「第 6章 文化財の保存・活用に関する課題・方針」の重点方針に関すること 

 

・祭り文化が大事なら、名古屋まつりなどで山車や笛・太鼓で地域の住人でなくても

参加できるようにして欲しい。 

・近年の少子高齢化や職人不足による物価高騰の中、笛やバチ・法被・袴等の衣装も  

自費で揃えており、個人で負担するのも非常に厳しい状態です。 

子ども達への勧誘活動や興味をもってもらうイベントも行うことができず、生徒数

を増やすことも難しい状況です。 

この名古屋市文化財保存活用地域計画で、太鼓の技術や神楽屋形、地域のまつりが

保存・支援されると、次世代へ継承する環境も整えることができるのではないかと

思います。 

・中川区下之一色町には江戸時代末期から続く伝統行事「一色まつり」があります。

この伝統の笛や太鼓を、今、20 名ほどの子供たちに教えています。ただ、太鼓の張

り替え、備品の調達もままならず、今後の運営が続けられるか否かは疑問です。祭

りはなくすのは簡単ですが、再興となると非常に難しく思われます。今、伝統芸を

引き継ぐ子ども達も非常に少ない状況であり、備品修理等へのお金の持ち出しにも

限度を感じています。 

 

  【教育委員会の考え方】 

国・県・市の指定等を受けていない無形民俗文化財を対象に、令和 6年 4月より

市の登録制度を新設し、伝統的な祭礼行事や民俗芸能（無形民俗文化財）の保存継

承に努めてまいりたいと考えております。 



４ 個別の文化財に関すること 

 

・昭和初期に造られ同 40 年代まで名古屋の物流を担ってきた「中川運河」沿岸に残

る「倉庫・工場の建物」を保存活用地域計画に含めていただきたい。 

・空いた場所に飲食店などの商業施設を誘致する試みをされていますが、旧来の運河

の趣を再現することはできていません。 

・既存の建築物を撤去する前に、保存・活用の方法を探る仕組みを構築していただき、

中川運河が果たしてきた役割などを未来につなぐことができるような『名古屋市文

化財保存活用地域計画』となることを期待・念願いたします。 

 

 

 

 

 

 

・守山区のマメナシ（イヌナシ）を自然文化財として指定欲しい。 

東谷山周りには、シデコブシを始め、湿地希少植物が数多く有り、これ等も検討し

て頂けたらと思います。 

・マメナシは尾張旭市、瀬戸市や三重県多度町で天然記念物にしている。名古屋市は

保護活動をもっと実施してほしい。 

 

 

  

【教育委員会の考え方】 

いただいたご意見につきましては、関係局とも共有し、今後の参考とさせていた

だきます。 

【教育委員会の考え方】 

天然記念物の文化財指定については、有識者の意見、所有者の意向等を踏まえて

検討していくものと考えております。 



・名古屋城天守の木造復元は、旧国宝第 1 号指定を受けながら、昭和 20 年の戦災に

より焼失した事を惜しむ余り、その後に再建された現天守の価値を見逃しています。 

市民の募金により再建された現天守は、それ自体、立派な歴史をもち、文化財とし

ての価値を主張しています。 

文化財とは、国や県市などの指定を受けていなくても、保護されるべきものであり、

それが文化財保護法の精神です。ですから、現天守を取り壊すなど言語道断です。

また、文化財である現天守を取り壊して、忠実に復元した木造天守を建造したとし

ても、文化財ではありません。それは焼失した天守ではないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緑区の有松地区は、平成 28 年に重要伝統的建造物群保存地区の選定があり、令和

元年には日本遺産に選定されました。名古屋市のような大都会にあっては大変稀

有なことであり、市をあげてその保存に取り組んでいただいているところです。 

令和 4年にはこの重伝建地区の防災計画を策定していただいています。 

令和元年 8月からの実地調査で、家屋の耐震診断も実施され、その内容の所有者に

伝えられたと思いますが、未実施の家屋もあり、有松に訪れる観光客等の安全、避

難誘導等のためには、どのくらいの地震でどのような揺れが起き、被害が想定され

るのか、明らかにする必要があります。 

策定した防災計画はまだほとんどが、実行に移されていないように見受けられます。

なぜ実行されていないのかも含めて再検討し、計画の実行を加速することを要望し

ます。 

 

 

 

  

【教育委員会の考え方】 

鉄骨鉄筋コンクリート造の現天守閣は、昭和実測図などの豊富な史資料に基づ

き、精度の高い外観復元が行われ、内部は博物館として活用されてきました。戦後

復興の象徴として再建され、史跡の理解促進に寄与してきたと認識しております。 

木造天守の復元については、近世期の本丸の歴史的、文化的空間を体験できるよ

う史実に忠実な再現を目指して、名古屋城を所管する観光文化交流局において、進

めているところでございます。 

【教育委員会の考え方】 

所管局である観光文化交流局において、伝統的建造物群保存地区防災計画に基

づき、火災安全対策、耐震対策及び地域防災力の向上に努めるとともに、伝統的

建造物の耐震対策につきましても、所有者に対する支援を進めているところでご

ざいます。 
今後も、地域と本市が連携して、地域全体で耐震補強を進めていく必要がある

と認識しております。 



５ その他 

 

・各文化遺産を周遊できるルートを他の計画と連携して構築して欲しい。サイクリン

グロード整備でも良いと思う。自転車ならそれほど耐荷重が要らないので、名古屋

高速の下に、自転車専用道路が作れるのではないかなと思う。 

・自転車専用道路が難しいのであれば、市バスや地下鉄での自転車持ち込みを容易に

することでも良いと思う。 

・名古屋文化の何かのレプリカを作って欲しい。本物が見たければ、本物があるとこ

ろへ行けるようにしてほしい。市民の憩いの場になるようなスポットを作って欲し

い。 

・マメナシの木について、愛知県は最も保護すべきＡ-1 ランクであるのに名古屋市で

は低いランクになっているので、同一のランクにしてほしい。 

 

 【教育委員会の考え方】 

いただいたご意見につきましては、関係局とも共有し、今後の参考とさせていた

だきます。 



幹 部 会 報 告 事 項
令和６年７月22日

名 古 屋 市 警 察 部

事項 名古屋市内の犯罪及び交通事故発生状況等（令和６年６月末）

１ 犯罪発生状況 ※ ６月の統計数値は集計中（特殊詐欺以外）

(1) 侵入盗の増加

〇 空き家を狙った被害が増加

(2) 自動車盗の増加

〇 ランドクルーザーなど、特定車種が狙われている

(3) 特殊詐欺は減少（昨年同期比）

〇 愛知県内

被害件数：662件（＋３件）

被害金額：約14憶6,000万円（＋約2,000万円）

内 〇 名古屋市内

被害件数：282件（－97件）

被害金額：約５憶1,500万円（－約１憶6,000万円）

⇒ 減少傾向にあるものの、令和５年は被害が激増した年であり、それ以前

の年と比較すると今年も多発していると言えるため、引き続き警戒が必要。

２ 交通事故発生状況

(1) 交通事故死者数 （）内は昨年同期比

〇 年計

愛知県：65人（－７人） 名古屋市：16人（＋３人）

〇 月計

容 愛知県：９人（±０人） 名古屋市：１人（±０人）

※ 名古屋市は５月から７月（21日時点）の間、交通事故死者は１人

⇒ 引き続きの交通安全対策を実施

(2) ８月の交通事故発生の傾向と防止のポイント

〇 傾向

・ ７月、８月は暑さ等に起因すると思われる漫然運転（ぼんやり運転）

の事故が増加する傾向

・ 特に昼間（午前９時から午後３時）の発生が多い

・ 漫然運転は、信号無視、標識の見落とし、スピード違反、歩行者等の

発見遅れ等のおそれがあり、交通事故の危険性が高まる

〇 防止ポイント

・ 十分な睡眠、体調管理、こまめな休憩、車内の温度管理、適度の水分

補給等に留意
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特殊詐欺の認知件数と被害金額［警察署別・前年対比］（令和６年６月末）
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※　守山署は尾張旭市を含む

【凡例】

特殊詐欺認知件数が前年から増加した区を色付きで表示

662件(前年比+3件)

282件(前年比-97件)

被害件数

-15

万円

愛知県

名古屋市

約14億5,975万円（前年比＋2,011万円）

約5億1,449万円（前年比-1億6,241万円）

被害金額

被害額

万円1,219万円

北区
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中区
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中川区
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千種区 名東区

天白区

緑区

尾張旭市
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（人）

(人）

+2.0%

増 減 率 ※第11次交通安全計画の目標に対する発生率

名古屋市

+160 

-7.6%

発 生 数

+3.5%

16 +3 +23.1%

(1)　人身事故件数

死　傷　者　数

-0.5%

-7 -9.7%

11,608 3,997

期 間

65

+80 

死者数

-55

+47 +0.3%

増 減 数 増 減 率

342 -5 -1.4% 109 -9重傷者数

愛知県

4,727

　交通事故発生状況(令和６年６月末暫定)

13,794

発 生 数 増 減 数

人身事故件数

区 分

○死 者 数 55.2% (目標30人未満)

○重傷者数 78.4% (目標140人未満)

(2)　市内の月別死者数

年 / 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

R５年 2 2 3 3 2 1 4 4 2 6 3 2
R６年 4 5 3 3 0 1
前年比 +2 +3 ±0 ±0 -2 ±0 
増 減 率 +100.0% +150.0% ±0.0% ±0.0% -100.0% ±0.0%

2 4 4 2R４年 2 2 3 2 4

西 中村

0
合計
30
34
16
+3 

1 4

熱田 中川 南

+23.1%

(３)　区別死者数(令和６年６月末暫定）

（人）

区分 千種 東 北 名東 天白 守山

名東 天白 守山

0 0 1
-1

1 1
+1

港 緑

港 緑中 昭和 瑞穂

中 昭和 瑞穂 熱田 中川 南

死者数 4 0 0 2

中村

1
前年比 +3 -2

0 0 1 1 1 3
-2 ±0 +1 ±0 -1 ±0 +1 ±0 +1 +2 ±0 ±0

- ±0.0%増減率 +300.0% -100.0% -100.0% ±0.0% - - +200.0% - - -50.0%

(４)　区別重傷者数（令和６年６月末暫定）

±0.0% - -100.0% -

区分 千種 東 北 西

重傷者数 4 4 3 2 12 24 7 6 2 8 6 5 12 5 4 5
前年比 +1 +1 -7 -2 -7 +10 +7 -2 -1 -13 -1 -3 +6 +4 +1 -3
増減率 +33.3% +33.3% -70.0% -50.0% -36.8% +71.4% - -25.0% -33.3% -61.9% -14.3% -37.5% +100.0% +400.0% +33.3% -37.5%
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ア 　当事者別  イ　道路形状別

## ##

ウ　年齢層別 エ　主な事故類型別 オ　時間帯別

　 　

カ　法令違反別（第１原因） キ　飲酒運転事故発生状況 ク　シートベルト着用状況

【注】　対象：原付以上の第１当事者
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(5)　市内の交通死亡事故の特徴
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※一般原付以上の第一当事者（死亡・重傷事故）のうち、事故の

人的要因が考え事などの漫然運転（内在的前方不注意）の件数と

構成率を表したもの（過去５年合計値）

横断中

6.8%
出合頭

18.2%

右左折時

4.5%
車両単独

20.5%

正面衝突
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追突

29.5%

その他

17.0%

16人

26人

18人

３人

６人
15人

４人

今年は猛暑が予想されています！暑さで漫然運転をしないよう気を引き締めて！

愛知県警察本部交通部交通総務課 交通事故対策室

※各表は、過去５年（R元～R5）に愛知県内で発生した交通事故等を分析した結果です。

気温が高い中で外出するだけでも体力を消耗します。特に夏バテや寝苦しい環境

での睡眠不足もあり、ぼんやりと考え事をしながら運転をすることで交通事故が発

生するおそれがあります。

体調管理に努め、運転に集中して交通事故を防ぎましょう。

88件

≪月別 漫然運転（ぼんやり運転）の発生状況≫

【７月・８月事故類型別】
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【７月・８月時間帯別】

夏にぼんやり運転

した人たちは、

いつ、どんな事故を

おこしたんだろう？

（件）

十分な睡眠 体調管理
エ ア コ ン など で

車内環境を 快適にこ ま めな休憩
気持ちにゆと り を

も っ た運転

交通事故の

危険性！

【人や車両が1秒間に進む距離】

約4.3km/h → 1.2m
約17km/h → 4.7ｍ
約30km/h → 8.3ｍ
約40km/h → 11.1ｍ
約60km/h → 16.7ｍ


